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在宅勤務型テレワークの導⼊を検討している（⼜はすでに導⼊しているが課題を抱えている）
三重県内に本社⼜は主たる事業所のある中小企業・小規模企業等（※）
※原則として、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に定める「中小企業・小規模企業」

※応募多数の場合は、申込内容により選定を⾏う場合があります。
選定結果は全ての応募企業様に通知致します。

※本事業は、三重県からの委託を受け、株式会社 中部システムセンターが運営しています。

業種分類 条例上の範囲

製造業その他 資本⾦3億円以下または従業員数300人以下

卸売業 資本⾦1億円以下または従業員数100人以下

小売業 資本⾦5千万円以下または従業員数50人以下

サービス業 資本⾦5千万円以下または従業員数100人以下

対象企業

募集企業数

派遣回数

アドバイザー派遣に係る費用 無料

１社あたり４回程度

・テレワーク導⼊に向けた対象業務の選定、社内体制構築、
社内規定整備、労務管理⽅法検討、システム導⼊検討

・テレワーク導⼊に関する各種助成⾦の活⽤についての助⾔
アドバイザー派遣の内容

12社程度

アドバイザープロフィール

株式会社 中部システムセンター 代表取締役／働き方改革コンサルタント 田中 裕嗣
・前職にてＩＴ運⽤提案業務および組織・人事労務コンサル業務に従事
・現職にて主に三重県企業へのオフィス環境改善および働き⽅改革コンサルティングを実施
・業務プロセス改善や組織づくりによる生産性向上支援も得意とする
・ホワイト企業アワード⻄⽇本⼤賞受賞（2016年、2017年）
・平成30年度「三重県働き⽅改革取組拡散事業」を受託

株式会社 ニューズピックス／株式会社 中部システムセンター 石田 礼子
・株式会社ニューズピックス（東京都）の業務を三重県津市の⾃宅にて⾏いながら、

株式会社 中部システムセンターにてパラレルワークを実施中。
・東京都、愛媛県、新潟県などで、地⽅の働き⽅やリモートワークに関するイベントに登壇
・三重テレビニュース情報番組”Mieライブ” レギュラーコメンテーターとして「テレワーク」

をテーマに出演中

株式会社 中部システムセンター ワークスタイルプランナー 小倉 弘義／水越 峻史
・企業に対して働き⽅改革に関する提案活動およびコンサルティング活動を実施中
・ＩＴ機器およびシステム導⼊支援を得意とする

（情報共有クラウドツール／リモートツール／VPN構築／ペーパーレス運⽤／勤怠管理）

三重県内の中小企業等を対象として、テレワークに関する専門的な知識
を持つ「テレワークアドバイザー」が企業を訪問し、テレワーク導入の
お⼿伝いをいたします︕

※テレワーク導⼊のための機器購⼊やシステム構築等にかかる費⽤は
各企業でご負担ください。

三重県 テレワーク導入促進事業



【問い合わせ・受託事業者】株式会社 中部システムセンター（担当︓⽥中）TEL:059-232-3174

【申し込み先】株式会社 中部システムセンター

企業名 従業員数 名

業種（詳しく） 資本⾦ 万円

担当者氏名 部署・役職

電話番号 メールアドレス

住所

在宅勤務型テレワークの導⼊状況 導⼊している ・ 導⼊していない

●テレワーク導⼊に関し抱えている課題や取り組みへの想い
●アドバイザー派遣で支援して欲しい内容

申込書送付先︓FAX（059-232-5356）メール（info@csc-mie.co.jp）
申込URL︓Web（http://urx.red/xl1w）

申し込み締切︓令和2年6月26⽇（⾦）

【テレワークアドバイザー派遣申込書】

株式会社 中部システムセンター

①お電話 059-232-3174 ②メール info@csc-mie.co.jp
③Webフォーム（http://ur2.link/PvJS）

相 談 窓 口 開 設 期 間

対 象

令和3年1月29⽇（⾦）までの平⽇9時〜16時（12時〜13時除く）
（平⽇のみ、令和2年12月29⽇〜令和3年1月3⽇を除く）

三重県内に本社または主たる事業所のある中小企業および
小規模企業等の経営層、テレワーク推進担当者等

費 用 無料

相 談 窓 口 の 内 容
・テレワークの導⼊・実施時の労務管理についてのアドバイス
・テレワーク導⼊に関する助成⾦活⽤やシステム導⼊等の情報提供
・テレワーク導⼊に関する各種セミナーの案内

相談先・相談受付方法

※確実にご相談内容を把握し、適任のアドバイザーから
回答させて頂くために「Webフォーム」を推奨します。



アドバイザープロフィール

三重県 テレワーク導入促進事業

※本事業は、三重県からの委託を受け、株式会社 中部システムセンターが運営しています。

テレワークに関する専門的な知識を持つ「テレワークアドバイザー」が
ご相談を受け付けます︕

相 談 窓 口 開 設 期 間

対 象

令和3年1月29⽇（⾦）までの平⽇9時〜16時
（12時〜13時除く）

※平⽇のみ、令和2年12月29⽇〜令和3年1月3⽇を除く

三重県内に本社または主たる事業所のある中小企業および
小規模企業等の経営層、テレワーク推進担当者等 費 用 無料

相 談 窓 口 の 内 容
・テレワークの導⼊・実施時の労務管理についてのアドバイス
・テレワーク導⼊に関する助成⾦活⽤やシステム導⼊等の情報提供
・テレワーク導⼊に関する各種セミナーの案内

相 談 先

※確実にご相談内容を把握し、適任のアドバイザーから
回答させて頂くために「Webフォーム」を推奨します。

相 談 受 付 方 法

株式会社 中部システムセンター

①お電話 059-232-3174
②メール info@csc-mie.co.jp
③Webフォーム（http://ur2.link/PvJS）

株式会社 中部システムセンター 代表取締役／働き方改革コンサルタント 田中 裕嗣
・前職にてＩＴ運⽤提案業務および組織・人事労務コンサル業務に従事
・現職にて主に三重県企業へのオフィス環境改善および働き方改革コンサルティングを実施
・業務プロセス改善や組織づくりによる生産性向上支援も得意とする
・ホワイト企業アワード⻄⽇本⼤賞受賞（2016年、2017年）
・平成30年度「三重県働き方改革取組拡散事業」を受託

株式会社 ニューズピックス／株式会社 中部システムセンター 石田 礼子
・株式会社ニューズピックス（東京都）の業務を三重県津市の⾃宅にて⾏いながら、

株式会社 中部システムセンターにてパラレルワークを実施中。
・東京都、愛媛県、新潟県などで、地方の働き方やリモートワークに関するイベントに登壇
・三重テレビニュース情報番組”Mieライブ” レギュラーコメンテーターとして「テレワーク」

をテーマに出演中

株式会社 中部システムセンター ワークスタイルプランナー 小倉 弘義／水越 峻史
・企業に対して働き方改革に関する提案活動およびコンサルティング活動を実施中
・ＩＴ機器およびシステム導⼊支援を得意とする

（情報共有クラウドツール／リモートツール／VPN構築／ペーパーレス運⽤／勤怠管理）



在宅勤務型テレワークの導⼊を検討している（⼜はすでに導⼊しているが課題を抱えている）
三重県内に本社⼜は主たる事業所のある中小企業・小規模企業等（※）
※原則として、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」

に定める「中小企業・小規模企業」

対象企業

三重県内の中小企業等を対象として、テレワークに関する専門的な知識を持つ「テレワー
クアドバイザー」が企業を訪問し、テレワーク導⼊のお⼿伝いをいたします︕

※応募多数の場合は、申込内容により選定を⾏う場合があります。
選定結果は全ての応募企業様に通知致します。

募集企業数

派遣回数 アドバイザー派遣に係る費用 無料１社あたり４回程度

・テレワーク導⼊に向けた対象業務の選定、社内体制構築、
社内規定整備、労務管理方法検討、システム導⼊検討

・テレワーク導⼊に関する各種助成⾦の活⽤についての助⾔
アドバイザー派遣の内容

12社程度

※テレワーク導⼊のための
機器購⼊やシステム構築
等にかかる費⽤は各企業
でご負担ください。

【申し込み先】株式会社 中部システムセンター

申込書送付先︓FAX（059-232-5356）メール（info@csc-mie.co.jp）
申込URL︓Web（http://urx.red/xl1w）

申し込み締切︓令和2年6月26⽇（⾦）

【テレワークアドバイザー派遣申込書】

【問い合わせ・受託事業者】株式会社 中部システムセンター（担当︓⽥中）TEL:059-232-3174

業種分類 条例上の範囲
製造業その他 資本⾦3億円以下または従業員数300人以下
卸売業 資本⾦1億円以下または従業員数100人以下
小売業 資本⾦5千万円以下または従業員数50人以下
サービス業 資本⾦5千万円以下または従業員数100人以下

企業名 従業員数 名

業種（詳しく） 資本⾦ 万円

担当者氏名 部署・役職

電話番号 メールアドレス

住所

在宅勤務型テレワークの導⼊状況 導⼊している ・ 導⼊していない

●テレワーク導⼊に関し抱えている課題や取り組みへの想い
●アドバイザー派遣で支援して欲しい内容



賃金、残業代を
支払ってもらえない…

突然、解雇を
言い渡された！

賃金、残業代を
支払ってもらえない…

突然、解雇を
言い渡された！

パートだけど
年休ってあるの？
なかなか休めない！！

パートだけど
年休ってあるの？
なかなか休めない！！

１人で悩まずに
お気軽に　　
相談ください

労働者の方や事業主からの
労働問題に関する困りごとに相談員がお答えします。
労働者の方や事業主からの
労働問題に関する困りごとに相談員がお答えします。

こちらこちら
ですです

相談時間相談時間
労働相談（電話・面接） 弁護士相談

月・水・金曜日

火・木曜日
午前9：00～午後5：00

毎月第２金曜日

午後1：00～午後4：00

※２日前までに予約が必要です

弁護士相談労働相談（電話・面接）

午前9：00～午後7：00

月～金曜日

※電話相談に通訳を交えた
　３者通話で対応します

ポルトガル語・

スペイン語の通訳

ポルトガル語・

スペイン語の通訳
（Português）

（Español）

午前9：00～午後4：30

相談内容など個人の
秘密は守られますので
ご安心ください。

相談無料

至四日市

至松阪三重県
栄町庁舎

合同ビル吉田山
会館

農協ビル県庁

津偕楽
公園

津 

駅

三重県勤労者
福祉会館１F

三重県労働相談室（三重県の機関です）

三重県津市栄町 1丁目 891 三重県勤労者福祉会館 1F
お問い合わせ

059-213-8290
または

059-224-3110

※但し、祝日、年末年始は除きます。
※Eメールでの相談は『労働相談メール受付窓口』（https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/40630012929.html）
　　　　　　　若しくは、info@mie-kinfukukyo.or.jpへ直接必要事項を記載し送信してください。

弁護士相談（予約制）も行っています

まずはこちらへお電話をまずはこちらへお電話を



県内の主な労働相談・職業相談・職業紹介　窓口一覧
名　　称・相談内容 相談時間・機関名・電話番号等

＊原則、休祝日及び年末年始は休みです。

【名称】
総合労働相談コーナー

（三重労働局、四日市、津、松阪、伊勢、
伊賀、熊野）
※電話相談可

【相談内容】
労働相談全般

相談時間：月曜～金曜　8：３０～17：15
電話番号・所在地
三重労働局　℡059‐226‐2110　津市島崎町327-2（三重労働局雇用環境・均等室内）　
四　日　市　℡059‐351‐1662　四日市市新正2-5-23（四日市労働基準監督署内）
　　津　　　℡059‐227‐6788   津市島崎町327-2（津労働基準監督署内）
松　　　阪　℡0598‐51‐0015　松阪市高町493-6（松阪労働基準監督署内）
伊　　　勢　℡0596‐28‐2164   伊勢市船江1-12-16（伊勢労働基準監督署内）　　
伊　　　賀　℡0595‐21‐0802　伊賀市緑ヶ丘本町1507-3（伊賀労働基準監督署内）
熊　　　野　℡0597‐85‐2277　熊野市井戸町672-3（熊野労働基準監督署内）

【名称】
ハローワーク

（桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢、
伊賀、尾鷲、熊野）

【相談内容】
職業相談・職業紹介

《対象：一般、障がい者、高年齢者など
全般》

相談時間：月曜～金曜　８：３０～１７：１５

電話番号・所在地
ハローワーク桑　名   ℡0594‐22‐5141　 桑名市桑栄町１-2　サンファーレ北館１階
ハローワーク四日市   ℡059‐353‐5566　 四日市市本町3-95
ハローワーク鈴　鹿　℡059‐382‐8609　 鈴鹿市神戸9-13-3
ハローワーク　津   　℡059‐228‐9161　 津市島崎町327-1
ハローワーク松　阪　℡0598‐51‐0860　 松阪市高町493-6 松阪合同庁舎１階
ハローワーク伊　勢　℡0596‐27‐8609　 伊勢市岡本1-1-17
ハローワーク伊　賀　℡0595‐21‐3221　 伊賀市四十九町3074-2
ハローワーク尾　鷲　℡0597‐22‐0327　 尾鷲市林町2-35
ハローワーク熊　野　℡0597‐89‐5351　 熊野市井戸町赤坂739-3

＊ハローワーク津では、在職中の方を対象とした職業紹介・職業相談を以下の時間で追加実
施しています。
毎月曜日・水曜日　１７：１５～１8：００（受付は17：45まで）
第１・第３土曜日　  １０：００～１７：００（受付は16：45まで）

【名称】
日本司法支援センター三重地方事務所

（法テラス三重）

【相談内容】
・情報提供（解決に役立つ情報提供や適
切な相談窓口のご紹介）
・民事法律扶助制度（資力要件あり）に
よる無料法律相談

【法テラスサポートダイヤル】
相談時間（情報提供）：月曜～金曜　９：００～２１：００
　　　　　　　　　 土曜日         ９：００～１７：００
電話番号：０５７０-０７８３７４

【法テラス三重地方事務所】
相談時間（情報提供）：月曜～金曜　９：００～１２：００　１３：００～１６：００
電話番号：0570-078344（IP電話をご利用の方：050-3383-5470）

相談時間（民事法律扶助相談）※お問合せください（事前予約制）
予約受付時間：月曜～金曜　９：００～１７：００
所在地　：津市丸之内３４－５　津中央ビル6階

【名称】
わかものハローワークみえ

【相談内容】
就職相談・職業紹介

《対象：正規雇用を目指す若年者（おお
むね 45 歳未満）》

相談時間：月曜～金曜　9：３０～１8：００
　　　　 第2・4土曜日１０：００～１７：００
電話番号：０５９-３２５-７０００
所在地　：四日市市西浜田町１２-１３

【名称】
ﾊﾛｰﾜｰｸ津　みえ新卒応援ハローワーク

【相談内容】
職業相談・職業紹介

《対象 : 学卒予定者、学卒未就職者、
若年者（44 歳くらいまで）》

相談時間：月曜～金曜　９：００～１８：００
電話番号：０５９-２２９-９５９１
所在地　：津市羽所町７００　アスト津３階

【名称】
おしごと広場みえ

【相談内容】
情報提供・適職診断・就職に役立つ
セミナー等の開催

《対象：学卒未就職者（34歳まで）、大学・
短大在学者、安定した就職を目指す若年者

（44 歳まで）、U・I ターン就職希望者》

相談時間：月曜～金曜　9：00～18：00
電話番号：059-222-3309
所在地　：津市羽所町700　アスト津3階

※相談は原則面談となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　令和 2年 3月1日現在



三重県労働委員会事務局 

〒514-0004 津市栄町１丁目 954 三重県栄町庁舎５階 

TEL 059-224-3033  FAX  059-224-3053 

ホームページ  http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/ 

労働委員会のご利用は無料です！ 

 

 

 

 

 

 

 労働委員会は、労使間の問題を当事者で解決することが困難な場合、より良い労使

関係を築くために、中立・公正な立場で、紛争の早期解決をお手伝いする機関です。 

 

◎ 労働委員会の委員 

労働委員会は、公益を代表する委員（公益委員）５名、労働者を代表する委員

（労働者委員）５名、使用者を代表する委員（使用者委員）５名の計 15名で組織

されています。これらの委員が、労使紛争のあっせん員や不当労働行為の審査委

員などを務めます。 

 

◎ 主な仕事 

● 労使紛争のあっせん 

労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題に

ついて、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分

を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援しま

す。 

・ 賃上げ交渉について、労働組合と使用者の折り合いがつかない。 

・ 突然、会社から何の説明もなく解雇された。 

・ 事前に何の説明もなく時給が引き下げられた。 

・ 社員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否している。 

 

● 不当労働行為の審査 

会社の行為が労働組合法で禁止されている次のような行為に該当するかどうか

について審査を行い、救済命令を発します。 

・ 労働組合の組合員であることや正当な組合活動を行ったこと等を理由に、

組合員に解雇などの不利益な取扱いをすること。 

・ 正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。 

・ 労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。 

                                      

 

三重県労働委員会のご案内 

～より良い労使関係をバックアップします～ 

http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/


○ インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付してクリックするだけで手続ができます。
○ 大量の書類への記入も、電子申請ならデータでスマートに処理できます。

○ マイナンバーカードや住民基本台帳カード（以下「マイナンバーカードなど」といいます）を使うと、
電子証明書の取得の手間や費用がかかりません。

※ ＩＣカードリーダライタ（マイナンバーカードなどを読み込む機器）などが別途必要です。

○ 労働基準法や最低賃金法に基づく届出や申請について、社労士が提出代行を行う場合、提出代行
に関する証明書をPDF形式で添付することにより、使用者の電子署名及び電子証明書を省略すること
ができます。

※ e-Gov電子申請システムはパソコンからのみご利用いただけます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

導入も簡単です

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

労働基準監督署への届出や申請は、

電子申請を利用しましょう！

労働基準法や最低賃金法に定められた手続については、労働基準監督署の窓口にお越し
いただくことなく、電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請の利用が可能です。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの方が利用される労働基準監督署の窓口
での届出・申請は避け、電子申請の利用を推奨します。
電子申請が直ちに利用できない場合は郵送による届出・申請も可能です。

労働基準法に定められた届出

など

●時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）

●就業規則の届出

●１年単位の変形労働時間制に関する協定届 など

最低賃金法に定められた申請

など
●最低賃金の減額特例許可の申請 など

簡単・スマートに申請可能です

令和２年３月から、36 協定・就業規則の本社一括届出の手続方式が変更され、
36協定は最大30,000事業場、就業規則は最大2,500事業場について一度に申
請可能になりました。
※ 申請ファイルには、ファイル数99個、１ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

電子申請の具体的な利用方法は裏面をご確認ください

労働基準監督署に来署いただかなくても手続できます

届出・申請可能な主な手続

 

電子申請の具体的な利用方法はこちらをご確認ください 



②：各届出などに関するお問い合わせ先

労働基準法などに基づく届出などについてご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご

相談ください。

○ 【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

①：事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先

電子政府利用支援センター

■電話番号：050-3786-2225 (050ビジネスダイヤル) 

050-3822-3345 (通話料金はご利用の回線により異なります。) 

■受付時間：4～7月 平日 午前9時から午後7時まで

土日祝日 午前9時から午後5時まで

8～3月 平日・土日祝日 午前9時から午後5時まで

④：労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ

労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホームページにマニュアル、解説、

関連する通達などを掲載していますので、ご参照ください。

○ ホームページは「労基法等 電子」で検索！ ⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

○ 【厚生労働省ホームページの進み方】

「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」
> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」

労基法等 電子
検索

③：電子申請の手続きや事前準備

電子申請やその事前準備は、電子政府の総合窓口 「 e-Gov（イーガブ）」でご利用いただけます。

https://www.e-gov.go.jp/

（R２．４）

「e-Gov電子申請」
をクリック

電子政府の総合窓口「e-Gov
（イーガブ）」のホームページか
ら電子申請が利用できます。
○ ホームページは

⇒

を検索してください。

e-Gov 検索

電子申請の利用には事前準備が必要です。詳しくは、 を検索してください。e-Gov 事前準備 検索

電子申請の方法

電子申請に関してご不明な点については、以下の問合せ先にご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
https://www.e-gov.go.jp/
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三重県 最低賃金三重県 最低賃金

必ずチェック！

業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して、生産性向上を実現しましょう。三重
働き方改革推進支援センターを開設して、最低賃金ワンストップ無料相談を行っている
ほか、最低賃金引上げ支援として、業務改善助成金、キャリアアップ助成金などがあります。
是非、ご検討ください。

最低賃金引上げ
支援制度のご案内

お問い合わせは、三重労働局賃金室 又は最寄の三重県下各労働基準監督署へTEL 059-226-2108
　各ホームページはこちら
　 ●最低賃金に関する特設サイト
　 ●三重労働局ホームページ

http://www.saiteichingin.info/
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

　ウェブ検索はこちらへ
　 ●最低賃金のチェック
 　●無料相談窓口
　 ●業務改善助成金

最低賃金制度

三重　働き方改革推進支援センター

三重労働局　業務改善助成金

　「三重県最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の
賃金を支払わなければなりません。
　したがって、「三重県銑鉄鋳物、可鍛銑鉄、鋳鉄管製造業最低賃金（時間額739円、日額5,907円 平成10年12月15日発効）」、
「三重県一般機械器具製造業最低賃金（時間額762円 平成15年12月15日発効）」、「洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金
（時間額843円 平成27年12月20日発効）」が適用される労働者については、三重県最低賃金（時間額873円）以上の賃金を
支払わなければなりません。

※「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県一般機械器具製造業最低賃金」、
　「洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」の取り扱いについて

三重県特定（産業別）最低賃金

令和元年12月21日令和元年12月21日

令和元年12月21日 令和元年12月21日

最低賃金



「新しい生活様式」の実践例

（１）一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する。

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 □こまめに換気
□身体的距離の確保 □「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買い物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（３）日常生活の各場面別の生活様式

冠婚葬祭などの親族行事

□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □名刺交換はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（４）働き方の新しいスタイル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成予定

別添３

horikaways
四角
ここにメモを書いてください。



 

 

 

 

三重労働局・各労働基準監督署 

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、事業者、労働者そ

れぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の

実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要です。 

このため、事業者の皆様においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に

取り組む方針を全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて

感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要です。 

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために「職場における新型コ

ロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」をお渡ししますので、参考

としていただき、事業場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策の検討にご活用く

ださい。 

なお、チェックリストの電子データは、厚生労働省ホームページのトップ「新型コロナ

ウイルス感染症について、こちらをご覧ください。」内の「働く方と経営者の皆さまへ」の

「リーフレット」の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチ

ェックリスト（事業主向け）（5月 14 日）」に掲載しております。 

 

 

 

 

 

集団発生防止のために「３つの密」を避けましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けて 

健康状態 
の確認 

体温測定 クラスター 
の発生防止 



確認

１　感染防止のための基本的な対策

（１）感染防止のための３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることを求めている。 はい・いいえ

・会話をする際は、可能な限り真正面を避けることを求めている。 はい・いいえ

・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクの着用を求めている。 はい・いいえ

・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗うことを求めている（手指消毒薬の使用も可）。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（２）三つの密の回避等の徹底

・三つの密（密集、密接、密閉）を回避する行動について全員に周知し、徹底を求めている。 はい・いいえ

・咳エチケットを全員に周知し、徹底を求めている。 はい・いいえ

・こまめな換気について全員に周知し、徹底を求めている。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（３）日常的な健康状態の確認

・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている。 はい・いいえ

・出社時等に、全員の日々の体調（風邪症状や発熱の有無等）を確認している。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（４）一般的な健康確保措置

・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。 はい・いいえ

・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知し、意識するよう求めている。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

１ このチェックリストは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な
対策の実施状況について確認いただくことを目的としています。

２ 項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、
すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありません。職場の
実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に実施いただくことが大切です。

３ 確認した結果は、衛生委員会等に報告し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋
げてください。また、その結果について全ての労働者が確認できるようにしてください。

衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。
※ 都道府県労働局、労働基準監督署に報告いただく必要はありません。

安全衛生委員会／衛生委員会資料 ：令和２年 月 別添５
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確認項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

（５）「新しい生活様式」の実践例で示された「働き方の新しいスタイル」の取組状況について

・「テレワークやローテーション勤務」を取り入れている。 はい・いいえ

・「時差通勤でゆったりと」を取り入れている。 はい・いいえ

・「オフィスはひろびろと」を取り入れている。 はい・いいえ

・「会議はオンライン」を取り入れている。 はい・いいえ

・「名刺交換はオンライン」を取り入れている。 はい・いいえ

・「対面での打合せは換気とマスク」を取り入れている。 はい・いいえ

（６）新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集

・国、地方自治体等のホームページ等を通じて最新の情報を収集している。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

２　感染防止のための具体的な対策

（１）基本的な対策

・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声の「３つ密」を同時に満たす行
事等を行わないようにしている。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（２）換気の悪い密閉空間の改善

・職場の建物が機械換気（空気調和設備、機械換気設備）の場合、建築物衛生法令の空気環境の基準
が満たされている。

はい・いいえ

・職場の建物の窓が開く場合、1時間に２回程度、窓を全開している。 はい・いいえ

・電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（３）多くの人が密集する場所の改善

・在宅勤務・テレワーク・ローテーション勤務などを推進している。 はい・いいえ

・時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を図っている。 はい・いいえ

・テレビ会議等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。 はい・いいえ

・対面での会議やミーティング等を行う場合は、人と人の間隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空け、可能な
限り真正面を避けるようにしている。

はい・いいえ

・接客業等について、人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽するよう
にしている。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（４）接触感染の防止について

・物品・機器等（例：電話、パソコン、デスク等）については、複数人での共用をできる限り回避するように
している。

はい・いいえ

・事業所内で労働者が触れることがある物品、機器等について、こまめに消毒を実施することとしてい
る。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

2 / 4 ページ



確認項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

（５）近距離での会話や発声の抑制

・職場では、人と人との間に距離をなるべく保持するようにしている。 はい・いいえ

・外来者、顧客、取引先との対面での接触をなるべく避けるようにしている。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（６）トイレの清掃等について

・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこととしている。 はい・いいえ

・トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示している。 はい・いいえ

・ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備している。 はい・いいえ

・ハンドドライヤーは止め、共通のタオルを禁止している。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

※　便器内は通常の清掃でよい。

（７）休憩スペース等の利用について

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにしている。 はい・いいえ

・休憩スペースは常時換気することに努めている。 はい・いいえ

・休憩スペースの共有する物品（テーブル、いす、自販機ボタン等）は、定期的に消毒をしている。

・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をしている。

・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている。 はい・いいえ

・社員食堂では感染防止のため、トングやポットなどの共用を避けている。 はい・いいえ

・その他の共有の施設について、密閉、密集、密接とならないよう利用方法について検討している。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（８）ゴミの廃棄について

・鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛ることとしている。 はい・いいえ

・ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用することとし、作業後は必ず石けんと流水で手洗いをするこ
ととしている。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

３　風邪症状が出た場合等の対応

・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めている。 はい・いいえ

・「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」や最寄りの「帰国者・接触者相談センター」を全
員に周知している。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ
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確認項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

４　新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者等」）が出た場合等の対応

（1）陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化

・新型コロナウイルスの陽性者等であると判明しても、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと及
び差別的な取扱いを禁止することを全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

（２）陽性者等が出た場合の対応

・新型コロナウイルスに陽性であると判明した場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡す
ることを全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性であると判明した第三者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措
置を要請された場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、徹底を
求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性であるとの報告を受け付ける事業場内の部署（担当者）を決め、全員に周
知している。また、こうした情報を取り扱う部署（担当者）の範囲を決め、全員に周知している。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性である者と濃厚接触した者が職場内にいた場合にどのような対応をするか
ルール化し、全員に周知している。

はい・いいえ

・職場の消毒等が必要になった場合の対応について事前に検討を行っている。 はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

（３）その他の対応

・濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」を
確認してある。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

５　感染防止に向けた行動変容

・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明している。 はい・いいえ

・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。

はい・いいえ

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） はい・いいえ

R2.5.14版

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

4 / 4 ページ



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630736.pdf



１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウ セ イ カ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ ×××× ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○ ０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関

医療法人 厚生会労働病院

病院長 安衛 法子

ロ ウ ド ウ タ ロ ウ

働 太 郎

働 病 院

コ ド ウ ビ ョ ウ イ ン

× ×× ×

０

労

７０１０１０１

１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者な
ど、報告権限を有する
方が記入してください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。
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「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（通称：エイジフレンドリーガイドライン。）は、高年齢労

働者の就労が一層進み、労働災害による休業４日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が

増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に

取組が求められる事項を取りまとめたものです。

三重県内の令和元年の休業4日以上の死傷者数は2,243人ですが、このうち60歳以上の死傷者数は613人

となっており、約3割を占めています。このため、当県においてもエイジフレンドリーガイドラインの積極的な運用が

求められる状況にあります。

エイジフレンドリーガイドライン 検索

『令和２年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』

チャレンジアンダー2,000みえ 検索

三重県内の令和元年の労働災害による死亡者数は、対前年比で3人減少し、過去最少の14人となりまし

た。しかし、休業４日以上の死傷者数は目標としておりました2,000人を下回ることができず、対前年比で13人

増加し、2,243人という結果となりました。本年に入っても前年より増加傾向にあり、予断を許さない状況となっ

ています。

三重労働局では、中期計画である「第13次労働災害防止計画」において、「死亡災害ゼロ」・「死傷災害アン

ダー2,000」を目標として掲げているところです。現在、死亡災害の撲滅と、死傷災害2,000人未満を早期に達

成すべく『令和２年「チャレンジ アンダー2,000みえ」推進運動』を展開しております。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7月に予定していた推進大会は中止とさせていただきましたが、令

和2年8月1日（土）から令和2年12月1日（火）までの期間、『「チャレンジ アンダー2,000みえ」無災害１・２・３

トライアル』を企画いたします。応募いただいた企業の中で「無災害」を達成された企業名及び活動内容等を、

三重労働局のホームページで発表いたしますので、積極的に御応募くださいますようお願いいたします。また、

三重労働局のホームページでは、月別のテーマなどをご紹介しておりますので、ぜひともご覧くださいますよう

お願いいたします。

全国安全週間

全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意

識を高め、安全を維持する活動の定着を目的として実施しています。

本年度の安全スローガンは、

『 エイジフレンドリー職場へ！ みんなで改善 リスクの低減 』

となりました。

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）に基づく取組を推進し、

高齢者のみでなく、すべての働く人が安心して安全に働ける職場環境の構築を目指します。

本年の「全国安全週間」及び「準備期間」は以下の期間となっております。

「全国安全週間」 令和2年7月1日（水）から令和2年7月7日（火）まで

「準備期間」 令和2年6月1日（月）から令和2年6月30日（火）まで

本年は、特に新型コロナウイルス感染症対策について十分留意しながら、次の「３つの密」を避けることを徹底

し、全国安全週間の実施に取り組んでください。

① 換気の悪い密閉空間

② 多数が集まる密集空間

③ 間近で会話や発生が行われる密接場面

全国安全週間 実施事項 検索



～ 全国安全週間に向けて取り組む皆さまへ ～

新型コロナウイルス感染症対策について
十分留意しながら実施するようお願いします

◇全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に

対する意識を⾼め、安全を維持する活動の定着を目的として実施しています。本年は、特に新型コロナ

ウイルス感染症対策について⼗分留意しながら、取り組んでいただくようお願いします。

次の「３つの密」を避けること を徹底し、全国安全週間の実施に取り組んで

ください。

①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）

②密集場所（多くの人が密集している）

③密接場面（お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）

◇全国安全週間実施要綱の９（１）で、全国安全週間と準備期間中に各事業場で実施す

る事項を掲げています。

◇特に、実施事項の中には、「安全大会等での経営トップによる安全への所信表明」、「安全パ

トロールによる職場の総点検」、「講演会等の開催」、「職場⾒学等の実施」など、「３つの密」

の場面になる事項もあります。

◇例えば、「大会や講演会などのイベント開催の中止または延期」、「多数が参加する安全パト

ロール、職場⾒学など社内⾏事の中⽌、延期または開催形式の⾒直し、参加者の限定」、

「テレビ会議などの積極的活用」などの対応により、「３つの密」を避けて取り組んでいただくよう、

お願いします。

◇職場での新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するため、

チェックリストを作成しました。チェックリストを活用頂き、事業場の実態に即した、

実⾏可能な感染拡大防止対策をお願いします。 チェックリストはこちら ➡

⇒ 裏面もご覧ください

「全国安全週間」 ７月１日（水）から ７月 ７日（火）まで

「準備期間」 ６月１日（月）から ６月30日（火）まで





令和２年度全国安全週間実施要綱 

 

１ 趣 旨 

 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の

下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で 93回

目を迎える。 

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努

力により労働災害は長期的には減少しており、令和元年の労働災害については、死亡災

害は前年を下回る見込みである。しかし、休業４日以上の死傷災害については、前年を

下回る見込みであるものの、死傷災害のうち、60歳以上の労働者が占める割合は増加傾

向にあり、平成30年度より取組期間が始まった、第13次労働災害防止計画における死傷

者数の目標達成に向けては、更なる取組が求められる。 

  また、健康寿命とともに職業生涯が延伸し、高年齢労働者が職場においてより大きな

役割を担うようになる中、多様なニーズをもつ高年齢労働者が安心して安全に働くこと

ができるよう職場環境を改善していくことが求められていることから、厚生労働省では、

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライ

ン）を策定するとともに、中小企業を支援するエイジフレンドリー補助金を創設し、職

場改善の取組を促すこととしている。 

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図ることを決意して、令和２年

度全国安全週間は、以下のスローガンの下で取り組む。 

 

エイジフレンドリー職場へ！ みんなで改善 リスクの低減  

 

 

２ 期 間 

７月１日から７月７日までとする。 

なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月 30日までを準備期間と

する。 

 

３ 主唱者 

厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 

４ 協賛者 

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業

労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

５ 協力者 

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 

 

６ 実施者 

各事業場 

 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。 



（１）安全広報資料等の作成、配布を行う。 

（２）様々な広報媒体を通じて広報を行う。 

（３）安全パトロール等を実施する。 

（４）安全講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を

開催する。 

（５）安全衛生に係る表彰を行う。 

（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 

（７）事業場の実施事項について指導援助する。 

（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 

 

８ 協力者への依頼 

主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。 

 

９ 実施者の実施事項 

安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。 

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項 

①安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一

及び安全意識の高揚 

②安全パトロールによる職場の総点検の実施 

③安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホー

ムページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信 

④労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族

の協力の呼びかけ 

⑤緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

⑥「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施 

（２）継続的に実施する事項 

① 安全衛生活動の推進 

ア 安全衛生管理体制の確立 

（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアル

の整備 

（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任 

（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化 

（エ）労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確  

   立 

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 

（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、

特に、雇入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施 

（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 

（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 

（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認 

ウ 自主的な安全衛生活動の促進 

（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 

（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、

ヒヤリ・ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化 

エ リスクアセスメントの実施 



（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善 

（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化

学物質のリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の推進（「ラベル

でアクション」の取組の推進） 

オ その他の取組 

（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 

（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実 

② 業種の特性に応じた労働災害防止対策 

ア 建設業における労働災害防止対策 

（ア）一般的事項 

a 足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採

用、改正された法令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の積極的な

導入と適切な使用 

b 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施 

c  元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施 

d  建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保 

（イ）東日本大震災及び平成 28 年熊本地震に伴う復旧・復興工事の労働災害防

止対策 

a  輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく

工事の安全な実施 

b  一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発

注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置 

イ 製造業における労働災害防止対策 

（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策

の実施 

（イ）機能安全を活用した機械設備安全対策の推進 

（ウ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施 

（エ）高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施 

（オ）製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リ

スクアセスメントの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセス

メントの実施 

ウ 林業の労働災害防止対策 

（ア）チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用

並びに適切な作業方法の実施 

（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保 

エ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 

（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施 

（イ）積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実施 

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防

止対策の実施 

（エ）トラックの逸走防止措置の実施 

（オ）トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施 

オ 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 

（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 

（イ）経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知 



（ウ）職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、

危険の「見える化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化 

（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発 

③ 業種横断的な労働災害防止対策 

ア 転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト） 

（ア）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消 

（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置 

（ウ）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の実施 

（エ）転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用 

イ 交通労働災害防止対策 

（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施 

（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施 

（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発 

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼

の実施 

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策 

（ア）高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインに基づく措置 

（イ）母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による

安全衛生教育の実施 

（ウ）派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化 

（エ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施 

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、

休憩時間の確保を含む作業管理の実施 

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に

対する配慮、日常の健康管理や健康状態の確認 

（オ）熱中症予防に関する教育の実施 

（カ）異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請 

（キ）熱中症予防管理者の選任と職場巡視等 

 



厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

エイジフレンドリーガイドライン
（⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

体⼒に⾃信がない⼈や仕事に慣れていない⼈

を含めすべての働く人の労働災害防止を図る
ためにも、職場環境改善の取組が重要です。

厚⽣労働省では、令和2年3⽉に「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
（エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」）を策定しました。

働く高齢者の特性に配慮したエイジフレンドリーな職場を目指しましょう。

＜年齢別死傷災害発⽣状況（休業４⽇以上）＞
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＜年齢別・男⼥別の労働災害発⽣率 2018年＞

出典︓労働⼒調査、労働者死傷病報告
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■男性、 ⼥性

働く高齢者が増えています。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業
をはじめとする第三次産業で増加しています。
こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は26％（2018年）で増加傾

向にあります。労働災害発⽣率は、若年層に⽐べ⾼年齢層で相対的に⾼くなり、中でも、転倒災害、墜
落・転落災害の発⽣率が若年層に⽐べ⾼く、⼥性で顕著です。
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19歳以下
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70歳以上

１週間未満 １週間以上 ２週間以上 １か月以上 ２か月以上

＜年齢別の休業⾒込み期間の⻑さ＞

このガイドラインは、雇用される高齢者を対象としたものですが、請負契約により高齢者を就業させることの
ある事業者においても、請負契約により就業する高齢者に対し、このガイドラインを参考として取組を⾏って
ください。

高齢者は身体機能が低下すること等により、
若年層に⽐べ労働災害の発⽣率が⾼く、休業も
⻑期化しやすいことが分かっています。

※労働者1000人当たりの死傷災害（休業４日以上）の発生件数



経営トップ
方針表明
経営トップ
方針表明

労働者の意⾒を聴く機会や
労使で話し合う機会

労働者の意⾒を聴く機会や
労使で話し合う機会

担当者・組織
の指定

担当者・組織
の指定

体制

危険源の特定等のリスクアセスメントと対策の検討

身体機能を補う 設備・装置の導入
（災害の頻度や重篤度を低減させるもの）

働く高齢者の特性を考慮した作業管理

健康診断

健診後の就業上の措置（労働時間短縮、
配置転換、療養のための休業等）

安
全
衛
生
教
育

安全で健康に働く
ための体⼒チェック

体⼒づくりの
自発的な取組の促進

措置予防 把握・気づき

体⼒や健康状況に適合する業務の提供

運動習慣、食習慣等の
⽣活習慣の⾒直し

メンタルへルス対策
(セルフケア・ラインケア等)

具体的取組

ストレスチェック
①個人、②集団分析

作業前の体調チェック

健診後の面接指導、保健指導

身体機能を補う 設備・装置の導入
（本質的に安全なもの）

危険箇所、危険作業
の洗い出し

職場環境の改善等のメンタルへルス対策

低体⼒者への体⼒維持・向上に向けた指導

健康維持と体調管理

ガイドラインの概要

このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場
で、事業者と労働者に求められる取組を具体的に示したものです。全文はこちら→

事業者に求められる事項

事業者は、以下の１〜５について、⾼年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、
国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよ
うに努めてください。

場
の
リ
ス
ク

人
の
リ
ス
ク

事業場における安全衛⽣管理の基本的体制と具体的取組の体系を図解すると次のようになります。

� 考慮事項�
・⾼年齢労働者が、職場で気付いた労働安全衛⽣に関するリスクや働く上で負担に感じてい
ること、⾃⾝の不調等を相談できるよう、社内に相談窓口を設置したり、孤⽴することな
くチームに溶け込んで何でも話せる⾵通しの良い職場⾵⼟づくりが効果的です

１ 安全衛⽣管理体制の確⽴

ア 経営トップによる方針表明と体制整備
・企業の経営トップが高齢者労働災害防止対策に取り組む方針を表明します
・対策の担当者や組織を指定して体制を明確化します
・対策について労働者の意⾒を聴く機会や、労使で話し合う機会を設けます

令和2年3月16日付け基安発0316第１号
「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの策定について」

イ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
・⾼年齢労働者の⾝体機能の低下等による労働災害発⽣リスクについて、災害事例やヒヤリ
ハット事例から洗い出し、対策の優先順位を検討します

・リスクアセスメントの結果を踏まえ、２以降の具体的事項を参考に取組事項を決定します

� 考慮事項�
・職場改善ツール「エイジアクション100」のチェックリストの活用も有効です→
・必要に応じフレイルやロコモティブシンドロームについても考慮します

※フレイル︓加齢とともに、筋⼒や認知機能等の⼼⾝の活⼒が低下し、⽣活機能障害や要介護状態等の危険性が⾼くなった状態
※ロコモティブシンドローム︓年齢とともに⾻や関節、筋⾁等運動器の衰えが原因で「⽴つ」、「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態

・社会福祉施設、飲食店等での家庭生活と同様の作業にもリスクが潜んでいます
2



２ 職場環境の改善

(1) 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
・高齢者でも安全に働き続けることができるよう、施設、設備、装置等の改善を検討し、
必要な対策を講じます

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

その他の例
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材（床材や階段⽤シー
ト）を採用する
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等の
IoT機器を利⽤する
・パワーアシストスーツ等を導入する
・パソコンを用いた情報機器作業では、照明、文字サイズの
調整、必要な眼鏡の使用等により作業姿勢を確保する 等

通路を含め作業場所の
照度を確保する

� 対策の例�

階段には手すりを設け、可能
な限り通路の段差を解消する

防滑靴を利⽤させる

水分・油分を放置せ
ず、こまめに清掃する

解消できない危険箇所
に標識等で注意喚起

警報音等は聞き取りやすい
中低音域の音、パトライト
等は有効視野を考慮

涼しい休憩場所を整備し、通気
性の良い服装を準備する

不⾃然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業
対象物の配置を改善する

リフト、スライディングシート等
を導入し、抱え上げ作業を抑制

例えば
⼾⼝に
段差が
ある時

ガイドラインの概要
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３ ⾼年齢労働者の健康や体⼒の状況の把握

(1) 健康状況の把握

・労働安全衛生法で定める雇入時および定期の健康診断を確実に実施します

・その他、以下に掲げる例を参考に、⾼年齢労働者が⾃らの健康状況を把握できるような

取組を実施するよう努めます

� 取組の例�

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら

ない者が、地域の健康診断等（特定健康診査

等）の受診を希望する場合、勤務時間の変更や

休暇の取得について柔軟に対応します

・労働安全衛生法で定める健康診断の対象になら

ない者に対して、事業場の実情に応じて、健康

診断を実施するよう努めます

(2) ⾼年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト⾯の対策）

・敏捷性や持久性、筋⼒の低下等の⾼年齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の⾒直し

を検討し、実施します

・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて改善に取り組みます

� 対策の例�

＜共通的な事項＞

・事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫

することで⾼年齢労働者が就労しやすくします

（短時間勤務、隔日勤務、交替制勤務等）

マニュアル

○○○
○○○
○○○

・ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に

配慮した作業マニュアルを策定します

・注意⼒や集中⼒を必要とする作業について作業時間を考慮します

・身体的な負担の大きな作業では、定期的な休憩の導入や作業休止時間

の運用を図ります

＜暑熱な環境への対応＞

・⼀般に年齢とともに暑い環境に対処しにくくなるので、意識的な⽔分補給を推奨します

・始業時の体調確認を⾏い、体調不良時に速やかに申し出るよう⽇常的に指導します

＜情報機器作業への対応＞

・データ⼊⼒作業等相当程度拘束性がある作業では、個々の労働者の特性に配慮した無理の

ない業務量とします

夜勤の勤務時間⾒直しによる業務分散の例

⾒直し

夜勤日勤 日勤⾒直し前

夜勤日勤 日勤⾒直し後 夕勤

夕食介助 体位変換 朝食介助夜間排泄介助

16:30 21：00 9：30

離床介助 離床介助臥床介助

ガイドラインの概要
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体⼒チェックの⼀例 詳しい内容は→体⼒チェックの⼀例 詳しい内容は→

(2) 体⼒の状況の把握
・⾼年齢労働者の労働災害を防⽌する観点から、事業者、⾼年齢労働者双⽅が体⼒の状
況を客観的に把握し、事業者はその体⼒にあった作業に従事させるとともに、⾼年齢
労働者が⾃らの⾝体機能の維持向上に取り組めるよう、主に⾼年齢労働者を対象とした
体⼒チェックを継続的に⾏うよう努めます

・体⼒チェックの対象となる労働者から理解が得られるよう、わかりやすく丁寧に体⼒
チェックの目的を説明するとともに、事業場における方針を示し、運用の途中で適宜
その方針を⾒直します

� 対策の例�
・加齢による心身の衰えのチェック項目（フレイルチェック）等を導入します
・厚⽣労働省作成の「転倒等リスク評価セルフチェック票」等を活用します
・事業場の働き⽅や作業ルールにあわせた体⼒チェックを実施します。この場合、安全作業
に必要な体⼒について定量的に測定する手法と評価基準は、安全衛生委員会等の審議を踏
まえてルール化するようにします

� 考慮事項�
・体⼒チェックの評価基準を設ける場合は、合理的な⽔準に設定し、安全に⾏うために必要
な体⼒の⽔準に満たない労働者がいる場合は、その労働者の体⼒でも安全に作業できるよ
う職場環境の改善に取り組むとともに、労働者も必要な体⼒の維持向上の取組が必要で
す。

(3) 健康や体⼒の状況に関する情報の取扱い

健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者

が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

また、労働者の体⼒の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利益な取扱いを防ぐた

め、労働者自身の同意の取得方法や情報の取扱方法等の事業場内手続について安全衛生委員会等の場

を活用して定める必要があります。

ガイドラインの概要
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(1) ⾼年齢労働者に対する教育
・⾼齢者対象の教育では、作業内容とリスクについて理解させるため、時間をかけ、写
真や図、映像等の文字以外の情報も活用します

・再雇用や再就職等により経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を
⾏います

エイジフレンドリーガイドラインの概要

４ ⾼年齢労働者の健康や体⼒の状況に応じた対応

(1) 個々の⾼年齢労働者の健康や体⼒の状況を踏まえた措置
脳・⼼臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされ
ており、⾼年齢労働者については基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働
時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じます

� 考慮事項�
・業務の軽減等の就業上の措置を実施する場合は、⾼年齢労働者に状況を確認して、⼗分な
話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めます

(2) ⾼年齢労働者の状況に応じた業務の提供
健康や体⼒の状況は⾼齢になるほど個⼈差が拡⼤するとされており、個々の労働者の状況
に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます

� 考慮事項�
・疾病を抱えながら働き続けることを希望する⾼齢者の治療と仕事の両⽴を考慮します
・ワークシェアリングで健康や体⼒の状況や働き⽅のニーズに対応することも考えられます

(3) 心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」や「労働者の心の健康の保持増
進のための指針」に基づく取組に努めます

・集団と個々の⾼年齢労働者を対象として⾝体機能の維持向上に取組むよう努めます
・以下の例を参考に、事業場の実情に応じた優先順位をつけて取り組みます

� 対策の例�
・フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施します
・体⼒等の低下した⾼年齢労働者に、身体機能の維持向上の支援を⾏うよう努めます
例えば、運動する時間や場所への配慮、トレーニング機器の配置等の支援を考えます

・健康経営の観点や、コラボヘルスの観点から健康づくりに取り組みます

５ 安全衛生教育

(2) 管理監督者等に対する教育
・教育を⾏う者や管理監督者、共に働く労働者に対しても、⾼年齢労働者に特有の特徴と
対策についての教育を⾏うよう努めます

� 考慮事項�
・身体機能の低下によるリスクを⾃覚し、体⼒維持や⽣活習慣の改善の必要性を理解するこ
とが重要です
・サービス業に多い軽作業や危険と感じられない作業でも、災害に至る可能性があります
・勤務シフト等から集合研修が困難な事業場では、視聴覚教材を活用した教育も有効です
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高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助します 是非ご活用ください
※事業場規模、⾼年齢労働者の雇⽤状況等を審査の上、交付決定（全ての申請者に交付されるものではありません）

１ 対象者 60歳以上の⾼年齢労働者を雇⽤する中⼩企業等の事業者
２ 補助額 補助率２分の１、上限100万円
３ 対象経費

⾼年齢労働者の労働災害防⽌のための措置に係る経費
【措置の例】
○高齢者に優しい施設整備や機械設備の導入等
・作業場内の段差解消 ・床や通路の滑り防⽌
・リフト機器等の導⼊による⼈⼒取扱重量の抑制

○健康確保のための取組
・⾼年齢労働者の体⼒低下について気づきを促す取組
・ウェアラブル端末を活⽤したバイタルデータの「⾒える化」

○⾼年齢者の特性に配慮した安全衛⽣教育

国による⽀援等（令和２年度）

労働者に求められる事項

⽣涯にわたり健康で⻑く活躍できるようにするために、⼀⼈ひとりの労働者は、事業者が実
施する取組に協⼒するとともに、⾃⼰の健康を守るための努⼒の重要性を理解し、自らの健
康づくりに積極的に取り組むことが必要です。
個々の労働者が、⾃らの⾝体機能の変化が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労
使の協⼒の下、以下の取組を実情に応じて進めてください。

・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康
や体⼒の維持管理に努めます

・法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の
健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保
険者が⾏う特定健康診査等を受けるようにします

・体⼒チェック等に参加し、⾃⾝の体⼒の⽔準を確認
します

・日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取
り入れ、基礎的体⼒の維持に取り組みます

・適正体重の維持、栄養バランスの良い⾷事等、⾷習
慣や食⾏動の改善に取り組みます

エイジフレンドリー補助⾦ (新設)

厚⽣労働省

間接補助事業者
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会

申請者
(中小企業等事業者）

審査

補助⾦

補
助
金
交
付

応
募

①

②
交
付
決
定

③

工事等④

実
績
報
告

⑤
⑥

ストレッチの例
「介護業務で働く人のための腰痛予防の
ポイントとエクササイズ」より

好事例を参考にしましょう

取組事例を参考にして、⾃らの事業場の課題と対策を検討してください

 厚⽣労働省ホームページ
（先進企業）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（製造業）https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

 独⽴⾏政法⼈⾼齢・ 障害・求職者雇用支援機構ホームページ
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/statistics.html

※補助の具体的な条件、応募手続き等の詳細は、
厚生労働省ホームページを確認してください。

ガイドラインの概要

7



高齢者の安全衛生対策について個別に相談したいときは

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働
衛生のスペシャリストです。事業者の求めに応じて事業場の安全衛生診断等を⾏います。

６５歳超雇⽤推進プランナー・⾼年齢者雇
用アドバイザーは、全国のハローワークと
連携して、企業の高齢者雇用促進に向けた
取組を支援しています︕

各企業の実情に応じて、以下の項目に対する専門的
かつ技術的な相談・助言を⾏っています。
●⼈事管理制度の整備に関すること
●賃⾦、退職⾦制度の整備に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること
●能⼒開発に関すること
●健康管理に関すること
●その他⾼年齢者等の雇⽤問題に関すること

相談・助言 無料

〇お近くのお問合せ先は、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ（http://www.jeed.or.jp）から
ご覧いただけます。
〇「65歳超雇⽤推進事例サイト（https://www.elder.jeed.or.jp/）」 により、65歳を超える⼈事制度を導⼊
した企業や健康管理・職場の改善等に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

機構ＨＰはこちら

労働災害防⽌団体が中⼩規模事業場に対して、安全衛⽣に関する知識・経験豊富な専⾨職員を派遣して、
⾼年齢労働者対策を含めた安全衛⽣活動⽀援を無料で⾏います。

現場確認

専⾨職員が２時間程度で現場確認とヒアリングを⾏い、
事業場の安全衛⽣管理状況の現状を把握します。

結果報告

専門職員が現場確認の結果を踏まえたアドバイスを⾏います。
 転倒、腰痛、墜落・転落災害の予防のアドバイスを⾏います。
 現場巡視における目の付け所のアドバイスを⾏います。
 災害の芽となる「危険源」を⾒つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

中小規模事業場 安全衛生サポート事業 個別支援

労働災害防止団体 問い合わせ先
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会
・林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会

技術支援部業務調整課
技術管理部指導課
技術管理部
教育支援課
技術管理部

03-3452-6366 （製造業等関係）
03-3453-0464 （建設業関係）
03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
03-3452-4981 （林業・⽊材製造業関係）
03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

⾼齢者の戦⼒化のための条件整備について個別に相談したいときは

【問い合わせ先】 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話︓03-3453-7935 ホームページ︓https://www.jashcon.or.jp/contents/

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断

有料

⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策についての情報は
厚⽣労働省ホームページに掲載しています （Ｒ２．３）



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

令和元年は、過去最多となった平成 30 年と比較して、減少傾向となったものの、発生は高止ま

りにあります。また、屋内においても多く発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民向けに気象庁、環境省、インターネットニュースなどでＷＢＧＴ値（暑さ指数）は公表

されていますが、実際の作業場所のＷＢＧＴ値（暑さ指数）ではありません。 

ＷＢＧＴ値は、職場環境によって変わります。毎日、定期的に測定しましょう！ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 三重労働局では、労働災害防止団体との連携のもと、職場における熱中症の予防のため 

「STOP！熱中症 」を展開し、重点的な取組を進めています。 

 各事業場においては、熱中症について正しく理解し、事業者、労働者が協力して、熱中症防止へ

の取組を進めましょう！ 
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熱中症による労災保険

新規受給者数

三重県下の職場における熱中症の発生状況 

見えていますか職場のＷＢＧＴ値（暑さ指数） 

【Point！ 服装で実際のＷＢＧＴ値が変わります】 

衣類の種類、素材によって、体が受ける熱影響は異なります。 

服装ごとに、測定したＷＢＧＴ値に下記の補正値を加えたものが、

実際に体に受けるＷＢＧＴ値となります。 

クールベストなどを有効

に活用しましょう！ 

 
 
 
 

三重労働局・各労働基準監督署 

～みんなで防ごう 熱中症～ 

ＳＴＯＰ！熱中症 
取組期間：令和２年５月１日～９月３０日 



 

熱中症を防ぐために、毎日、ＷＢＧＴ値（暑さ指数）を把握し、次に掲げる事項を必ず実行しま

しょう。 

作業環境の観点から 

 

「送風機」、「スポットクーラなどの冷房設備」の設置のほか、屋外では「簡易

テントによる日除け」などを設置しましょう。 

 

休憩場所には、「冷房設備」、「ミストシャワー」の設置や、身体を適度

に冷やすための「氷」、「冷たいおしぼり」、定期的かつ容易に水分、塩分

を補給するための「飲料水」、「スポーツドリンク」、「塩飴等」、「熱中症

緊急処置の救急用具」などを備え付けましょう。 

作業管理の観点から 

 

熱中症予防管理者を選任し、総合的に管理をしましょう。 

 

暑さ指数が著しい時間帯は、人命尊重のためには、「作業中止」の判断も必要です。また、暑

さ指数が高いときは、単独作業を控え、作業時間を短縮し、こまめなに休憩を取りましょう。 

 

１週間程度かけて徐々に体を慣らしましょう。夏休みなど長期の休み明けも、注意が必要です。 

 

のどの渇きがなくても、定期的（１時間に１回程度）に水分、塩分を取りましょう。 

また、熱中症予防管理者などは、各人別の管理表を作成し、休憩後などに必ず摂

取状況をチェックしましょう。 

  

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、「透湿性・通気性の良い服装」の着用、

クールベストや空調服などの「身体を冷却又は体温上昇の低減機能を有する服」を

併用しましょう。 

また、直射日光下では、通気性の良い帽子、ヘルメット等を使用しましょう。 

健康管理の観点から 

  

有所見者、基礎疾患、既往歴がある方は、医師の意見などを踏まえた

事後措置に基づき、作業時間の配慮などの管理を徹底しましょう。 

  

熱中症予防管理者などは、各人別の管理表を作成し、始業時、昼休み、休憩時、終業時などに

必ず健康状態をチェックしましょう。 

 
 

キャンペーン期間中に実施する熱中症予防の具体的な対策 

暑さ指数を下げるための設備を設置しましょう 

休憩場所を整備しましょう 

熱中症予防管理者を選任しましょう 

作業の中止・作業時間の短縮・こまめに休憩をとりましょう 

熱への順化期間を設けましょう 

健康診断結果等に基づく管理を行いましょう 

涼しい服などを着用しましょう 

労働者の健康状態を把握しましょう 

定期的に水分・塩分を取りましょう 

熱中症予防の具体的な対策・教育資料などは、下記のサイトから入手できます 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（職場名）             の熱中症予防管理者 

 （氏 名）               です。 

～みんなで協力して熱中症を防ぎましょう～ 

【熱中症予防管理者の職務内容】 

    ① WBGT 値の測定及び低減対策の実施状況の確認 

 ② 各労働者の熱への順化状況を確認 

 ③ 朝礼時等作業開始前に労働者の体調を確認 

 ④ WBGT 値の測定結果に応じて、作業を中止又は中断の判断 

    ⑤ 職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認 

こまめに 

休憩 

規則正しい生活 こまめに 

水分・塩分
補給 

飲みすぎ 



 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関

して、「マスク着用による熱放散の低下」・「休憩室

の利用時の３密（密閉・密集・密接）」、「換気による

冷房効果の低下」、「テレワーク、作業時間の短縮

による熱順化の変化」などにより、例年と比べて熱

中症のリスクが高くなっています。 

 感染防止を講じマスクの定期的な開放、分散利

用による休憩室の使用、クールベストの着用等、熱

中症対策に一工夫が必要です。 

「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策」と 

「熱中症予防対策」の両立を図りましょう！ 

新型コロナウイルス感染症対策 熱中症予防対策 



働く妊婦・事業主のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新

型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康

管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、
主治医等からの指導がなくても請求できます（労働基準法）。

母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。

●妊娠中の通勤緩和 ●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）

事業主は母健連絡カードに記載された
主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

●男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際
に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ
うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード
（母性健康管理指導事項連絡カード）を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

職場における妊娠中の女性労働者等への
配慮について

▶▶母性健康管理措置とは

● 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ
イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があ
るとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導
に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
● 本措置の対象期間は、令和２年５月７日～令和３年１月31日（※）です。
（※）新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定

▶▶新型コロナウイルス感染症に関する措置について

指導の例：感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa
ge_11067.html



■ 男女雇用機会均等法により、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由と
する解雇等不利益取扱いは禁止されています。
■ また、職場におけるいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたこと
やこれを受けたこと等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講
じることが義務付けられています。
■ 母性健康管理措置を講じてもらえない等の御相談は、以下へお願いします。

厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

▶▶ 母健連絡カードは、厚生労働省ホームページ
や「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳
にも様式が記載されています。

新型コロナウイルス感染症に関する
母健連絡カードの活用方法

主治医等
（健康診査等を行う
医師、助産師）

人事労務担当者
管理者等

産業医
産業保健スタッフ等

保健指導・健康診査
を受ける

❶

❷

❶

❸

❹

母健連絡カードに
指導事項を記載する

❷

母健連絡カードを提出し、
措置を申し出る

❸

指導事項に基づき、
必要な措置を講じる

相談 助言

表

裏

❹

企業
（事業主）

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置が必要な場合には、
主治医等がカード裏面の「特記事項」
の欄に指導内容を記入します。

（記入例）
新型コロナウイルス感染症の感染の
おそれの低い作業への転換又は出勤
の制限（在宅勤務・休業）の措置を
講じること。

措置の具体的な内容は、
産業医等の助言に基づき、
女性労働者と話し合って
定めることが望ましいも
のです。

妊娠中の
女性労働者



母性健康管理指導事項連絡カード 
令和    年   月   日 

事 業 主 殿 

医療機関等名                           

 

医師等氏名                        印 

 

下記の１の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記２～４の措置を講ずることが必要であると認めます。 

 

記 

 

１．氏 名 等 

氏名  妊娠週数 週 分娩予定日 年     月     日 

 

２．指導事項（該当する指導項目に○を付けてください。） 

症状等 指導項目 標準措置 

つわり 症状が著しい場合  勤務時間の短縮 

妊娠悪阻
お そ

  休業（入院加療） 

妊娠貧血 
Hb9g/dl 以上 11g/dl 未満  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

Hb9g/dl 未満  休業（自宅療養） 

子宮内胎児発育遅延 
軽 症  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（自宅療養又は入院加療） 

切迫流産（妊娠２２週未満）  休業（自宅療養又は入院加療） 

切迫早産（妊娠２２週以後）  休業（自宅療養又は入院加療） 

妊 娠 浮 腫
ふ し ゅ

 
軽 症  

負担の大きい作業、長時間の立作業、同一姿勢

を強制される作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊 娠 蛋
たん

白 尿 
軽 症  

負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊娠高血圧 

症候群 

（妊娠中毒症） 

高血圧が見

られる場合 

軽 症  
負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

高血圧に蛋
たん

白 尿 を 伴 う

場合 

軽 症  
負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊娠前から持っている病気（妊

娠により症状の悪化が見られ

る場合） 

軽 症  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（自宅療養又は入院加療） 

 

 



症   状   等 指導項目 標 準 措 置 

妊娠中に 

かかりやす

い病気 

静脈瘤
りゅう

 症状が著しい場合  長時間の立作業、同一姿勢を強制される作

業の制限又は横になっての休憩 痔
じ

 症状が著しい場合  

腰痛症 症状が著しい場合  
長時間の立作業、腰に負担のかかる作業、

同一姿勢を強制される作業の制限 

膀胱炎
ぼ う こ う え ん

 
軽 症  

負担の大きい作業、長時間作業場所を離れ

ることのできない作業、寒い場所での作業

の制限 

重 症  休業（入院加療） 

多胎妊娠（            胎）  

必要に応じ、負担の大きい作業の制限又は

勤務時間の短縮 

多胎で特殊な例又は三胎以上の場合、特

に慎重な管理が必要 

産後の回復不全 
軽 症  

負担の大きい作業の制限又は勤務時間の

短縮 

重 症  休業（自宅療養） 

 

標準措置と異なる措置が必要である等の特記事項があれば記入してください。 

 

 

３．上記２の措置が必要な期間              ４．その他の指導事項 

 （当面の予定期間に○を付けてください。）       （措置が必要である場合は○を付けてください。） 

１週間（  月  日 ～  月  日）   妊娠中の通勤緩和の措置  

２週間（  月  日 ～  月  日）   妊娠中の休憩に関する措置  

４週間（  月  日 ～  月  日）     

その他（                ）     

 
［記入上の注意］ 

（１） 「４．その他の指導事項」の「妊娠中の通勤緩和の措置」欄には、交通機関の混雑状況及び妊娠経過の状況にかんがみ、

措置が必要な場合、○印をご記入下さい。 

（２） 「４．その他の指導事項」の「妊娠中の休憩に関する措置」欄には、作業の状況及び妊娠経過の状況にかんがみ、休憩

に関する措置が必要な場合、○印をご記入下さい。 

 

指導事項を守るための措置申請書 
 

上記のとおり、医師等の指導事項に基づく措置を申請します。 

 

   令和    年   月   日 

所 属                                  

 

氏 名                               印 

事 業 主 殿        

 
この様式の「母性健康管理指導事項連絡カード」の欄には医師等が、また、「指導事項を守るための措置申
請書」の欄には女性労働者が記入してください。 



 

 

 

※中小事業主は、２０２２年（令和４年）４月１日から義務化されます（それまでは努力義務）。 
  →中小事業主の範囲は２ページへ        
         

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした 

言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害される 

ものであり、①～③までの要素を全て満たすものをいいます。 

（客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。） 
 

 

 
以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。 

【事業主の責務】 

■職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題（以下、「ハラスメント問 

題」という。）に対する労働者の関心と理解を深めること。 

■その雇用する労働者が他の労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配 

慮を行うこと。 

■事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者（※）に対する 

言動に必要な注意を払うこと。 

【労働者の責務】 

■ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者（※）に対する言動に注意を払うこと。 

■事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること。 

（※）取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。 

 

 

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）。 →措置の方法は２ページへ 

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に 

周知・啓発すること 

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働 

者に周知・啓発すること 

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること 

④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること 

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

➄事実関係を迅速かつ正確に確認すること 

⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと（注１） 

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと（注１） 

⑧再発防止に向けた措置を講ずること（注２） 

（注１）事実確認ができた場合 （注２）事実確認ができなかった場合も同様 

◆そのほか併せて講ずべき措置 

⑨相談者・行為者等のプライバシー（注３）を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者

に周知すること  （注３）性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。 

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・

啓発すること 

事業主の「職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置」について 

２０２０年（令和２年）６月１日より 
職場におけるパワーハラスメント防止措置が、事業主（※）の義務となります！ 

１ 

事業主及び労働者の責務が法律上明確化されました 



本リーフレットに関するお問い合わせ先：三重労働局雇用環境・均等室  
〒514-8524津市島崎町 327番 2 津第 2地方合同庁舎 2階 TEL：０５９－２２６－２１１０ 

 

 

 

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に 

協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中小事業主の範囲等について 
 

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いは禁止されました 

ポータルサイト「NOハラスメント あかる

い職場応援団」 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
等の一部を改正する法律」が2019 年の第 198 回通
常国会で成立、令和元年6月 5日に公布され、労働
施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介
護休業法について、職場のハラスメントに関係する
部分が改正されました。 
このうち、労働施策総合推進法に基づき、職場に

おけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務
付けられました。（中小事業主は 2022年（令和4
年）4月 1日より義務化となります。） 
 中小事業主の範囲は、右図をご覧ください。 

方法例として、就業規則や服務規律等に定め労働者に周知・啓発する、社内報や社内周知資料、研修等によ
り労働者に周知・啓発するなどが考えられます。 
各措置に関する具体的な取組について、厚生労働省ホームページより、ハラスメント防止に関するパンフレ

ットや社内研修用資料をダウンロードできますので、ご活用ください。 
（パンフレットでは、社内規定例、社内周知例なども掲載しています。） 
 

職場におけるセクシュアルハラスメント（男女雇用機会均等法）、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ント防止対策（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法）も強化されました！ 
 

上記の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されました。こちらは事業所の規模を問わず、
2020 年（令和2年）6月 1日から施行されています。 
① 事業主及び労働者の責務が明確化されました。 
② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いが禁止されました。 
③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行い、他社の実施する雇用管理上の措置

（事実確認等）への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。 

パワハラ防止措置の方法について 

職場におけるハラスメント対策の方法を紹介
しています。ぜひご覧ください。 
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同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の
不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタ
イム・有期雇用労働法や施行規則及び指針、同一労働同一賃金ガイドラインが施行されています。 

（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021 年 4 月１日。それまでは従来のパートタイム労働

法が適用されます。） 

改正のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記１～３が整備されます。 

※２事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。 

 

 

           

 

 

 

～同一労働同一賃金に向けた対応はお済みですか～ 

2020年4月1日施行 パートタイム・有期雇用労働法について 
 

 

非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※１）について 
 

１ 不合理な待遇差の禁止 
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につい

て、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン（指針）(2ページ)において、どのよ

うな待遇差が不合理に当たるかを例示しています。 

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めること

ができます。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。 

 

３ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)※２の整備 
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。 

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ＡＤＲの対象となります。 

▶パート・有期労働ポータルサイト（https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）でも、パートタイム・有 
期雇用労働法について情報を提供しています。     
パートタイム・有期雇用労働法の解説動画を配信しています。 

 

▶「三重働き方改革推進支援センター」をご利用ください。 

同一労働同一賃金に向けた具体的な労務管理の手法について、相談できます。 

TEL 0120-111-417   E-mail  mie@task-work.com 

ホームページ：https://task-work.com/mie/ 

１ 

本リーフレットに関するお問い合わせは、三重労働局雇用環境・均等室へ  

〒514-8524 津市島崎町３２７番２津第二地方合同庁舎 TEL 059-226-2318 

 



 

 
 

２ 
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